
令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
組
合
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
臨
時
組

合
総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
組

合
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二

箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

大
阪
府
豊
中
市
服
部
寿
町
二
丁
目
一
四
番
五
号

豊
中
浴
場
協
同
組
合

代
表
清
算
人

川
岸

弘
嗣

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
四
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

大
阪
市
西
成
区
花
園
北
二
丁
目
一
〇
番
一
〇
号

Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｈ

Ａ
Ｎ
Ｈ
合
同
会
社

清
算
人

グ
ェ
ン
・
バ
ン
・
ニ
ン

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出

が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

大
阪
府
寝
屋
川
市
本
町
一
六
番
一
一
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
友
・
遊

清
算
人

山
田

満
代

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

大
阪
市
港
区
八
幡
屋
三

五

一

二
〇
四

大
開
合
同
会
社

清
算
人

崔

紅
衛

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

大
阪
市
東
成
区
中
本
一
丁
目
一
一
番
一
九
号

倉
商
株
式
会
社

代
表
清
算
人

池
田
比
呂
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

大
阪
市
都
島
区
善
源
寺
町
二
丁
目
二
番
二

一
二

〇
一
号

有
限
会
社
ケ
イ
グ
ッ
ド

清
算
人

清
田

章
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

兵
庫
県
豊
岡
市
中
央
町
九
番
五
号

株
式
会
社
サ
ン
ラ
イ
ズ
不
動
サ
ー
ビ
ス

代
表
清
算
人

奥
田

裕
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

兵
庫
県
明
石
市
明
南
町
一
丁
目
一
番
一
号

有
限
会
社
し
ん
め
い
薬
局

清
算
人

田
中

則

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

神
戸
市
中
央
区
下
山
手
通
二
丁
目
一
三
番
三
号

建
創
ビ
ル
四
〇
二
号
室

合
同
会
社
Ｆ
Ａ
Ｖ
２

清
算
人

南
出

渉

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

兵
庫
県
西
宮
市
甲
陽
園
東
山
町
一
二
番
三
五
号

有
限
会
社
い
こ
い

清
算
人

澤
村
彰
一
郎

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

兵
庫
県
加
古
川
市
尾
上
町
池
田
開
拓
一
九
五
一
番
地

株
式
会
社
林
建
材
店

代
表
清
算
人

林

智
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

神
戸
市
中
央
区
磯
辺
通
一
丁
目
一
番
一
八
号
カ
サ

ベ
ラ
国
際
プ
ラ
ザ
ビ
ル
七
〇
七
号
室

株
式
会
社
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｏ

Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ

Ｗ
Ｏ

Ｒ
Ｋ
Ｓ

代
表
清
算
人

萩
原

直
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

神
戸
市
長
田
区
大
塚
町
一
丁
目
九
番
五
号

有
限
会
社
辰
巳
商
事

清
算
人

辰
己

久
司

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
四
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

神
戸
市
西
区
竹
の
台
六
丁
目
六
番
地
一

八
一
〇
号

株
式
会
社
石
井
計
画
工
房

代
表
清
算
人

石
井

敬
三

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出

が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

和
歌
山
市
朝
日
八
五
四
番
地
二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
翼
の
学
校

清
算
人

畠
中

純
志

解
散
公
告

当
連
合
会
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
七
日
開
催
の
通
常

総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
し
た
の
で
、
当
連
合
会
に
債
権

を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

岡
山
県
岡
山
市
中
区
桜
橋
一
丁
目
二
番
四
三
号

岡
山
県
食
肉
事
業
協
同
組
合
連
合
会

代
表
理
事

大
本

明
範

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
二
十
四
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
五
日

山
口
県
光
市
岩
田
二
四
八
八
番
地
四

合
同
会
社
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ

ｔ
ｒ
ｅ
ｅ

代
表
清
算
人

寺
島
千
恵
美


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